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札幌駅前通地下広場デジタルサイネージの運営について

札幌駅前通地下広場に設置される大型映像装置（デジタルサイネージ）の運

営について、指定管理者である札幌駅前通まちづくり株式会社とＳＭＮ（Smile 

Media Network）間で映像装置運用に関する業務契約を締結しました。

ＳＭＮは、札幌テレビ放送(ＳＴＶ)を中心として、札幌の玄関口に相応しい

空間の実現を目指すためのいわば創造的事業として、コンテンツの収集やサイ

ネージの運用を行うものです。今後は、このＳＭＮに多くの皆様の知恵や参加

をいただき、前述した空間の創造に努めてまいりたいと考えていますので、ご

協力のほどお願いいたします。

札幌駅前通まちづくり株式会社
Smile Media Network
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デジタルサイネージ設置場所-1

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）は、地下鉄南北線「さっぽろ駅～

大通駅」を結ぶ520mの空間です。2011年3月に開通して以来、「札幌駅周

辺エリア」と「大通・すすきのエリア」の既存地下街や地下鉄駅が地下続

きでつながることになり、より気軽に都心全体のまち巡りを楽しむことが

できるようになりました。1年の半分を雪が覆う札幌の都心を、四季を通じ

て安全・快適に歩くことができます。

また、都心の賑わい創出のため「札幌駅前通地下広場条例」を公布し、道

路である歩行空間の一部を「広場」と位置付けることにより、各種イベン

トや展示・情報発信・プロモーションなどの開催を可能にしています。

このように利便性や回遊性を向上させる単なる通路というわけではなく、

地下歩行空間自体も賑わいの拠点として活かされています。

参考：札幌駅前通地下歩行空間 通行量

札幌市ICT活用プラットフォーム DATA-SMART CITY SAPPORO
https://data.pf-sapporo.jp/toshinbuchikakuukan_tuukouryou_01_view
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デジタルサイネージ設置場所-2

【北大通交差点広場 東・西】

面積：東側130㎡、西側100㎡

【北3条交差点広場東・西】

面積：東側110㎡、西側300㎡

設置数内容場所

252インチ（横型1,200×700）東
北3条交差点広場

246インチ９面マルチ（横型3,300×2,000）西

146インチ４面マルチ（横型2,200×2,000）東
北大通交差点広場

146インチ４面マルチ（横型2,200×2,000）西
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デジタルサイネージ活用指針

チ・カ・ホを通行される方の利便性の向上やにぎわいの創出等を図り、ひいては地域価値の向上を

目指し、大型映像設備を利用して以下の内容についての情報発信を行います。

分 野 内 容

行政情報 行政トピックス、広報さっぽろ（特集）、市民委員や寄付などの募集情報、まちづくりに
関する情報、創造都市戦略に関する情報

生活情報 交通情報（公共交通の活用、事故等）、天気予報等

観光情報 札幌・北海道のイベント情報、札幌スイーツ、札幌スタイル等

その他
札幌・北海道の歴史、四季、文化、芸術等（写真・動画）

商業広告
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広告を含むコンテンツ考査基準

公共空間において、公序良俗に反する映像及び文字情報の放映は行わない。
札幌市広告掲載要網、札幌市広告掲載基準に著しく逸脱する映像及び文字情報の放映を行なわない。
大型映像設備の運用業務委託を受けた者が偏重するコンテンツ放映を行わないよう、持続可能な運営
のために、札幌市民の意見を反映するよう努める。

●考査基準

○目的が不明なもの、責任の所在が不明なもの
○虚偽、射幸心を煽る過大表示、不当表示、誤認・錯誤される恐れのあるもの
○信仰宗教の布教活動を目的としたもの
○選挙運動・活動を目的としたもの
○公序良俗に反するもの、その恐れのあるもの
○人心を惑わせたり、不安を与えるもの
○特定の個人・団体の誹謗中傷、人権侵害、営業妨害の恐れのあるもの
○個人・団体の所有する権利を侵害するもの
○札幌市が定めた札幌駅前通地下広場条例及びその周辺条例に反するもの

上記考査基準に基づいて喫煙・酒類・公共ギャンブル・金融等に関しては表示のデザイン
性や表現において、厳しく考査する。
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ビジョン広告の申し込み

指定広告代理店クライアント様
SMN事務局

札幌駅前通
まちづくり株式会社

●原則、指定広告代理店（P12参照）を通してお申込みいただきます。

放映料金は指定広告代理店へお支払いいただくことになります。

●札幌テレビ放送SMN事務局に放映を希望される映像素材を提出していただきます。

●申し込みは、放映開始予定日の６ヶ月前からとします。

●初めてお申込みされる場合はまずSMN事務局へお問い合わせください。
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放映料金-1

15回/日20回/日30回/日40回/日

¥ 6,938¥ 9,250 ¥ 13,875¥ 18,5001日

¥48,563¥64,750¥97,125¥129,5001週間

¥63,375¥84,500¥126,750¥169,0002週間

¥100,125¥133,500¥200,250¥267,0001ヶ月

¥250,875¥334,500¥501,750¥669,000３ヶ月

¥386,250¥515,000¥772,500¥1,030,000６ヶ月

15回/日20回/日30回/日40回/日

¥13,875¥18,500¥27,750¥37,0001日

¥97,125¥129,500¥194,250¥259,0001週間

¥126,750¥169,000¥253,500¥338,0002週間

¥200,250¥267,000¥400,500¥534,0001ヶ月

¥501,750¥669,000¥1,003,500¥1,338,000３ヶ月

¥772,500¥1,030,000¥1,545,000¥2,060,000６ヶ月

■通常放映料金 放映時間7:00～22:00

15秒素材 30秒素材

※金額は税込です（2016.10.01～ 料金改定）

※静止画・動画素材ともに同一金額です

※１ヶ月＝３０日間です

7



放映料金-2

■特別料金放映企画 放映時間 ７：００～２２：００

期間を限定し、1週間連続放映を条件として放映料金がお得になる企画です
※１週間ではない放映の場合、通常放映料金が適用されます

≪展開時期≫

① ５月第３週～６月第２週（ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りの時期）

②１２月第３週～１月第２週（年末年始）

③ １月第４週～２月第３週（さっぽろ雪まつりの時期）

※金額は税込です

15秒素材

30秒素材

40回/日（期間中280回）30回/日（期間中210回）15回/日（期間中105回）

¥94,500¥73,500¥36,750１週間

40回/日（期間中280回）30回/日（期間中210回）15回/日（期間中105回）

¥189,000¥147,000¥73,500１週間
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放映に関しての注意事項

●広告ＣＭは、原則 北３条の東西４面と北大通東西２面の合計６面が、同期して放映することを前提

とします。特定の面でのみ放映したいというご希望は承れません。

●広告ＣＭのご契約は１ヶ月（３０日間）単位の契約を奨励します。ただし、日割り表示料金の設定も

ありますので、短期契約に関しては早めにご相談ください。因みに、１年は３６０日間となります。

●番組編成（特別番組編成の実施）や広場でのイベント開催時に、一部画面で放映不可なことをSMN

事務局が事前に知り得ている場合、他の放映可能な画面において契約期間内で補てん放映を行います。

機器の整備・保守点検を実施した場合や、予測不能の機器の事故等が生じた場合も可能な限り同様

の対応といたしますが、すべての画面が停止したまま速やかな復旧が困難な場合はご返金対応となる可

能性もあります。
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【静止画】 【動画】

・JPEG ・MP４

・PNG ・WMV

いずれの場合も、1920x1080ピクセル（フルHD）かそれ以上のデータを推奨します。その他形式についてはSMN事務局ま

でお問い合わせください。

・※応相談

・放映用の素材は放映開始の１０日前までに下記の仕様にて納品してください。

・納品先：札幌テレビ放送 ＳＭＮ事務局

※放映内容の修正やデータ形式の変換などをご依頼する可能性があるため、余裕を

もってお申込みください。また、放映可能なコンテンツかどうかの確認はお申込み前

にしていただくことを推奨いたします。

ビジョン広告用素材の搬入

■メディアでの搬入の場合■データでの搬入の場合
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ビジョン広告のキャンセル

■放映承認前のキャンセル
キャンセル料はかかりません。

■放映承認後のキャンセル
下記のとおりのキャンセル料がかかります。

・承認日～放映開始15日前の午後17時まで ：料金に対して50％

・それ以降：料金に対して100％

※上記以外の指定広告代理店に対して発生するキャンセル料の有無や、実際の支払い方
法などは各社へご確認ください。

※具体的なキャンセル料の支払い手続きなどはお申込み・お支払い状況などにより異な
りますので、都度お問い合わせください。
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ビジョン広告の指定広告代理店

お申込みなど手続きに関するお問い合わせは、下記いずれかの指定広告代理店
またはSMN事務局までお願い致します。

連絡先代理店名

０１１-７５７-５５５１株式会社NKB 北海道支社

０１１-２２１-５６８６株式会社オリコム 札幌支社

０１１-２２１-１７３１株式会社近宣 札幌支社

０１１-２２３-６６２６株式会社えんれいしゃ

０１１-２１４-５０５０株式会社電通北海道

０１１-２３１-５４５５株式会社東急エージェンシー北海道支社

０１１-６１４-３９４２株式会社道新サービスセンター

０１１-２５１-０１７８株式会社北海道博報堂

０１１-２８１-６６３１株式会社ノヴェロ

０１１-２２２-２６１１表示灯株式会社 札幌支社
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その他詳細については、札幌テレビ放送 Smile Media Network事務局、
または札幌駅前通まちづくり株式会社にお問い合わせください。

◆札幌テレビ放送 Smile Media Network事務局

〒０６０－８７０５

札幌市中央区北１条西８丁目 札幌テレビ放送㈱内

℡：０１１－２５１－３７８１

mail：sales@s-medianet.com

◆札幌駅前通まちづくり会社株式会社

〒０６０－０００３

札幌市中央区北3条西3丁目1番地 札幌駅前藤井ビル8階

℡：０１１－２１１－６４０６

mail：info@ekimaest.jp
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